
 

 

 令和７年度 第 10 回 名桜大学研究倫理審査委員会 議事要旨 

 

１． 日 時：令和 8 年 1 月 16 日（金）16：33～17：26 

２．場 所：本館 4 階 第 1 会議室 

３．出席者：永田美和子委員長、大城凌子人間健康学部長、奥本正スポーツ健康科学研究科長（修士課

程）、嘉納英明国際学部長・国際文化研究科長(国際地域文化専攻博士後期課程)・国際学部

会長、木村安貴看護学研究科長（博士後期課程・博士前期課程）・人間健康学部会長、小嶋

洋輔研究所長、満名悦子外部審査委員(沖縄県民生委員 児童委員協議会理事)、池原秀人事

務局長、矢野恵美外部審査委員（国立大学法人琉球大学法科大学院教授） 

 

４．欠席者：大谷健太郎国際文化研究科長(国際地域文化システム専攻修士課程)  

 

５．陪 席：泉太郎環太平洋地域文化研究所参与・URA、仲榮眞修地域連携研究推進課長、又吉寛子地

域連携研究推進課係長、屋部藍華地域連携研究推進課係員 

 

６．議 事 

   議事に先立ち、永田委員長より定足数の確認がなされた後、開催宣言が行われた。 

 

【審議事項】 

(1) 研究倫理審査について 

木村委員から、人間健康学部教員の研究計画書（1 件：2025-035-1）の審査について、資料に基

づき説明があり、審議の結果、承認となった。 

結果については、下表のとおり。 

受付番号 研究課題名 受理日 審査委員会承認日 判定 

2025-035-1 

劇団員を対象とした演劇ワークショップに

おけるファシリテーション実践に関するイ

ンタビュー調査 

令和 7 年 11 月 14 日 令和 8 年 1 月 16 日 承認 

 

(2) 令和８年度名桜大学研究倫理審査委員会および研究倫理審査部会年間スケジュール（案）につ

いて 

地域連携推進課から、令和８年度名桜大学研究倫理審査委員会および研究倫理審査部会年間ス

ケジュール（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり最終決定に向けて調整すること

が承認された 

・ 研究倫理審査委員会は毎月第３金曜日を定例日とし開催する。ただし、11 月は第 4 金曜日に

開催する。 

・ 研究倫理審査部会は 4 月、9 月を除き毎月第 1 水曜日に開催する。ただし、5 月の第 1 水曜

日は休日にあたるため、第 1 金曜日に開催する。 

・ 研究倫理審査部会の研修会を 4 月 10 日または 13 日に開催する。 

・ 申請受付は 8 月、3 月を除く毎月 20 日を締切日とする。ただし、20 日が金曜日ならびに休



 

業日にあたる月については、前業務日を締切日とし、審査期間を確保する。 

 

【報告事項】 

(1) 研究倫理審査申請状況について 

地域連携研究推進課より、資料に基づき報告があった。 

・人間健康学部審査部会研究倫理審査 審査状況  

［ 12 月 ］審査部会（持回り審査）1 件（結果：承認 1 件） 

 

(2) 研究倫理審査に関するアンケート調査について 

地域連携研究推進課より、審査者 13 名、受審者 11 名から回答があった研究倫理審査に関する

アンケート調査について、資料に基づき報告があった。 

審査者から、審査期間が短い、ヒアリングの時間が長いとの意見があった。また、7 名が審査に

負担を感じており、審査の依頼を受けてから審査結果の提出期限までの期間が短いことやチェッ

ク項目の分かりにくさが理由として挙げられた。専門分野に合わせた基準の確立や、勤務時間内で

の部会開催を望む声があった。 

受審者から、審査日数が長い、ヒアリングの時間が短い、ヒアリング内容が書面で十分との意見

があった。また、FD やオンライン教材による事前研修の必要性が挙げられた。 

アンケートの結果を受け、今年度後期から申請締切日を変更し、審査期間を確保するよう改善し

たことや、ヒアリングの時間は審査者と受審者で認識の差があるが、相互の認識の齟齬を軽減する

ために当面は現状の 3 分を維持すること、勤務時間内での審査部会の開催は日程調整の難しさが

あることの説明があった。 

 

【その他】 

(1) 研究終了（中止）報告書・研究実施状況報告書の提出について 

地域連携研究推進課より、本委員会において承認を受け研究に取り組んでいる教員、大学院生な

らびに学部生に対し、研究を継続する場合は「研究実施状況報告書」を、令和 7 年度中に研究を終

了または中止する場合は「研究終了（中止）報告書」を提出するよう通知する旨、説明があった。

なお、今回から教員については、google フォームから報告できるよう変更することが確認された。

（大学院生、学部生については指導教員印が必要であるため、これまで同様に紙媒体で提出する）

また、令和 6 年度の報告書については、大学院生 1 名に対して、提出依頼のリマインダーを数回

に渡り行っているが、未だに未提出であることの情報提供があった。 

 

(2) 令和 7 年度第 9 回研究倫理審査委員会議事要旨について 

令和 7 年度第 9 回研究倫理審査委員会議事要旨（案）について承認がされた。 

 


